

隣接森林所有者との境界確認の状況について
令和　年　　月　　日
あさぎり町　町長
北口　俊朗　様
住所　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　

　下記住所の森林の伐採にあたり、隣接する以下の森林の所有者と境界確認を行いました。

	伐採する森林

	地番
	
あさぎり町





	隣接する森林

	地番
	森林所有者
	確認方法

	
	住所
	氏名
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


　なお、境界に関する争いが生じた場合には、届出者の責任において対応を行います。







以下のいずれかに該当することが確認できる書類が添付されていた場合本書類は省略可とします。

１　路網の作設や施設の保守のため、線状または単木的な伐採を行う場合
２　面的に伐採する場合であって届出者が隣接森林から距離を置いて伐採することを誓約する場合など、隣接する森林との境界に接していないことが明らかな場合。
３　明確な谷や尾根等の地形、道路や柵等の地物により境界を判断できる場合。
４　地籍調査済みで境界杭が存在している場合。（現地状況写真の添付が必要）
５　立木への標示や林相により境界が明らかな場合（現地状況写真の添付必要）
６　誓約書等の添付により伐採開始時までに境界確認を行うことを明らかにした場合。
７　届出者が国や地方公共団体、独立行政法人の場合。

ただし、過去３年の間に伐採に係る指導、勧告又は命令を受けていた場合は添付の省略は認められません。

